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平成２６年１２月１１日 

各位 

ベンチャーファンド ベンチャービジネス証券投資法人 

発行者名 （コード：８７２０） 

代表者の役職・氏名 執行役員 工藤 修二 

資 産 運 用 会 社 名  三井住友アセットマネジメント株式会社 

代表者の役職・氏名 代表取締役社長 横山 邦男 

連 絡 先 担 当 者 名  ディスクロージャー部 三島 克哉 

連 絡 先 Ｔ Ｅ Ｌ 03-5405-0777 

 

投資主総会（平成２６年１２月１１日開催）決議事項に関するお知らせ 

（規約の一部変更および役員の異動のお知らせ） 

 
平成26年12月11日開催の投資主総会において、下記の事項が承認、可決されましたのでお知らせいたします。 

本件を受け、本投資法人は投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第143条およ 

  び規約第4条の定めに従い、平成27年1月31日の存続期間の満了をもって解散し、翌日付で清算手続を開始する 

予定です。 

記 

決議事項 

   

第１号議案 規約一部変更の件 

本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は以下のとおりです。 

  

①本投資法人が解散し、清算手続に入ることに伴い、公告の方法につき、所要の変更を行

うものであります。 

規約 ： 第 5条（公告の方法） 

②本投資法人が負担すべき解散、清算および残余財産分配に関する費用が現行規約に明示

されていないため、これらに関する費用の負担について所要の変更を行うものでありま

す。 

       規約 ： 第 39条（諸費用の負担） 

③解散後の清算投資法人の機関、残余財産の分配、清算事務の委託等に関する規定を新た

に設け、残余財産の分配から清算に至るまでの本投資法人の運営、事務手続等を明示す

るものであります。 

       投資法人は解散後、投資主総会のほか、清算執行人、清算監督人、清算執行人および

清算監督人で構成される清算人会ならびに会計監査人を機関として設置し、一連の清算

に至る手続きを実行します。清算執行人は資産運用に関する業務を終了させ、債権債務

を整理した後、投資主の皆様に残余財産を分配します。清算監督人は、清算執行人の職

務執行を監督します。 

清算執行人は、清算投資法人の財産の現況調査を行い、存続期間満了日における財産

目録および貸借対照表を作成し、会計監査人の監査を受け、清算人会に提出し、その承

認を受けることとなります。 

以上の手続きを経て残余財産が確定したときは、清算投資法人は、投資主の皆様に対

する残余財産の割当て等に関する事項について清算人会で決議し、投資主の皆様の保有

投資口の口数に応じて残余財産の分配（注）を行います。 

       清算事務終了時には、清算投資法人は会計監査人による会計監査報告を受けた決算報

告を作成し、清算人会に提出し、その承認を受けることとなります。そのうえで清算執

行人は、投資主の皆様に清算事務が終了した旨を通知します。（投信法第 150条の 2ない

し第 163条） 
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なお、本投資法人の解散後の清算事務につきましては、投資主名簿等管理人業務と残

余財産分配業務等を一般事務受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が引き続き業務

受託し、その他各種の清算事務を受託する三井住友アセットマネジメント株式会社とと

もに、清算執行人を補佐します。 
        規約規定の新設：第 8章 清算 
            第 40条（解散） 
         第 41条（清算投資法人の能力） 
            第 42条（投資主総会以外の清算投資法人の機関) 
             第 43条（清算執行人等の就任） 
             第 44条（清算執行人および清算監督人の報酬の金額および支払の時期） 
             第 45条（最終の営業期間および清算期間における会計方針） 
             第 46条（最終の営業期間における運用資産に関する報告等） 
             第 47条（財産目録および貸借対照表） 
             第 48条（残余財産の分配） 
             第 49条（決算報告の作成および清算事務終了の通知等） 

第 50条（解散後の一般事務受託者および清算事務受託者） 

 

第２号議案 執行役員１名選任の件 

本件は、原案どおり承認可決され、工藤修二氏が再選され重任いたします。 

なお、本議案における執行役員の任期は平成26年12月14日から2年間ですが、本投資法人解散後

2月1日付で清算投資法人の清算執行人に就任予定です。 

 

第３号議案 監督役員２名選任の件 

本件は、原案どおり承認可決され、石田惠美、藤川裕紀子の両氏が再選され重任いたします。 

なお、本議案における監督役員の任期は平成26年12月14日から2年間ですが、本投資法人 

解散後2月1日付で清算投資法人の清算監督人に就任予定です。 

以 上 

 

 

（ご参考） 

規約変更の内容につきましては別紙をご参照願います。 

  
 

（注）残余財産の分配の時期とお支払いに関する今後の予定について 
 
 （１）分配の時期 

残余財産のお支払い時期は、現時点では平成27年4月下旬頃を想定しております。 
 

 （２）残余財産のお支払額について 
 現在の純資産額より、経常的な運営費用および清算に関する費用等を控除した額を原資とし、清算人会の 

決議に基づき投資主の皆様の保有投資口の口数に応じて支払いを行います。 
 
    本投資法人が清算までに要する費用につきましては、解散時までの経常費用に加え、清算期間における一般 

事務委託手数料1,000万円（税抜）、清算事務委託手数料350万円(税抜)を主体に、会計監査報酬、執行役員 
および監督役員報酬等を含め、現時点で3,300万円程度（一口当たり80円～90円程度）を想定しております。 

 
 
※ 以上の想定額は、あくまでも本投資法人の直近の純資産残高をもとに想定した見積に基づく数値であり、その正 
確性を保証するものではなく、実際額とは異なります。 
本資料に基づいて投資を行った結果、投資主の皆様に何らかの損害が発生した場合でも、理由の如何を問わず、 

本投資法人は責任を負いません。 投資にかかる最終決定は、 投資主の皆様ご自身の判断でなさいますよう、 
お願い申し上げます。 
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（別紙） 

新設する条文および規約変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

変 更 後 変 更 前 

クローズド・エンド型投資法人 

ベンチャービジネス証券投資法人規約 
 

第１章 総則 

 

第１条～第４条（略） 

 

（公告の方法） 

第５条 本投資法人の公告は、官報に掲載して行いま

す。 

 

第２章 投資口 （略） 

 

第３章 資産運用 （略） 

 

第４章 資産評価および金銭の分配（略） 

 

第５章 成立時の一般事務委託、資産運用 

委託および資産保管委託等（略） 

 

第６章 機関 （略） 

 

第７章 その他 

 

第36条～第38条 （略） 

 

（諸費用の負担） 

第39条 本投資法人は、運用資産に関する租税、一般

事務受託者が本投資法人のために投資主等

へ発送する郵便物の郵送料、一般事務受託者

および資産保管会社が本投資法人の指示に

より作成した報告書に要する費用ならびに

一般事務受託者および資産保管会社に発生

した費用のうち本投資法人が承認したもの

を負担するものとします。 

② 前項に加え、本投資法人は、以下に掲げる費

用を負担するものとします。 

イ．投資口の発行に関する費用 

ロ．有価証券届出書、有価証券報告書、半期

報告書および臨時報告書の作成、印刷お

よび提出にかかる費用 

ハ．投資法人説明書（目論見書）および販売

用資料の作成、印刷および交付にかかる

費用 

ニ．計算書類、資産運用報告および金銭の分

配に係る計算書ならびにこれらの附属

明細書、第４条に定めた存続期間の満了

日における財産目録および貸借対照表、

清算事務終了時に作成する決算報告お

よび清算事務終了通知その他法令で作

クローズド・エンド型投資法人 

ベンチャービジネス証券投資法人規約 
 

第１章 総則 

 

第１条～第４条（略） 

 

（公告の方法） 

第５条 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載し

て行います。 

 

第２章 投資口 （略） 

 

第３章 資産運用 （略） 

 

第４章 資産評価および金銭の分配（略） 

 

         第５章 成立時の一般事務委託、資産運用 

委託および資産保管委託等（略） 

 

第６章 機関 （略） 

 

第７章 その他 

 

第36条～第38条 （略） 

 

（諸費用の負担） 

第39条 本投資法人は、運用資産に関する租税、一般

事務受託者が本投資法人のために投資主等

へ発送する郵便物の郵送料、一般事務受託者

および資産保管会社が本投資法人の指示に

より作成した報告書に要する費用ならびに

一般事務受託者および資産保管会社に発生

した費用のうち本投資法人が承認したもの

を負担するものとします。 

② 前項に加え、本投資法人は、以下に掲げる費

用を負担するものとします。 

イ．投資口の発行に関する費用 

ロ．有価証券届出書、有価証券報告書、半期

報告書および臨時報告書の作成、印刷お

よび提出にかかる費用 

ハ．投資法人説明書（目論見書）および販売

用資料の作成、印刷および交付にかかる

費用 

ニ．計算書類、資産運用報告等の作成、印刷

および交付にかかる費用 
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変 更 後 変 更 前 

成を義務付けられている書類等の作成、

印刷および交付にかかる費用 

ホ．投信法第201条の規定に基づく特定資産

の価格等の調査にかかる費用 

ヘ．公告にかかる費用および広告宣伝等にか

かる費用 

ト．投資主総会等の開催に伴う諸費用 

チ．本投資法人の法律顧問、税務顧問および

鑑定評価人等（第31条に規定する株式会

社みずほ証券リサーチ＆コンサルティ

ングを含みます。）に対する報酬および

手数料 

リ．株式等の売買委託手数料、先物取引やオ

プション取引等に要する費用 

ヌ．本投資法人の清算および残余財産分配に

関する費用 

ル．その他前各号に付随または関連する費用 

 

第８章 清算 

 

（解散） 

第40条 本投資法人は、第４条に定めた存続期間の満

了をもって解散します。 

（清算投資法人の能力） 

第41条 本投資法人は、解散後、清算をする投資法人

（以下「清算投資法人」といいます。）とし

て、清算の目的の範囲内において、清算が結

了するまでの間、存続するものとし、新たな

投資および運用は行わないものとします。 

（投資主総会以外の清算投資法人の機関） 

第42条 本投資法人は、解散後、清算執行人、清算監

督人、清算人会および会計監査人を清算投資

法人の機関として設置します。 

② 本投資法人の解散後、第32条ないし第34条お

よび第45条については、「本投資法人」、「執

行役員」、「監督役員」および「役員会」をそ

れぞれ「清算投資法人」、「清算執行人」、「清

算監督人」および「清算人会」に読み替える

ものとします。 
（清算執行人等の就任） 

第43条 本投資法人が解散した場合、執行役員は、清

算投資法人の清算執行人となります。 

  ② 本投資法人が解散した場合、監督役員は、清

算投資法人の清算監督人となります。 

  ③ 本投資法人が解散した場合、会計監査人は、

清算投資法人の会計監査人となります。 
（清算執行人および清算監督人の報酬の金額および支払の時

期） 

第44条 清算執行人の報酬額は、月額10万円とし、原

則として毎月末に支払うものとします。 

② 清算監督人の報酬額は、月額10万円とし、原

則として毎月末に支払うものとします。 

（最終の営業期間および清算期間における会計方針） 

第45条 最終の営業期間および清算期間における会

 

 

ホ．投信法第201条の規定に基づく特定資産

の価格等の調査にかかる費用 

ヘ．公告にかかる費用および広告宣伝等にか

かる費用 

ト．投資主総会等の開催に伴う諸費用 

チ．本投資法人の法律顧問、税務顧問および

鑑定評価人等（第31条に規定する株式会

社みずほ証券リサーチ＆コンサルティ

ングを含みます。）に対する報酬および

手数料 

リ．株式等の売買委託手数料、先物取引やオ

プション取引等に要する費用 

（新設） 

 

ヌ．その他前各号に付随または関連する費用 

 

第８章（新設） 
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変 更 後 変 更 前 

計方針については別途役員会にて定めるも

のとします。 

（最終の営業期間における運用資産に関する報告等） 

第46条 清算投資法人が一般事務を委託する一般事

務受託者は、第４条に定めた存続期間の満了

日に損益計算を行い、運用資産に関する報告

書等を作成して、これを清算投資法人に提出

するものとします。 

② 清算執行人は、前項に定める報告書等に基づ

き、本投資法人が一般事務を委託する一般事

務受託者を通じて法令に定める計算書類等

を作成し、当該計算書類等を会計監査人に提

出し、その監査を受けるものとします。 

③ 会計監査人は、前項に定める計算書類等を受

領した後、法令に定める監査報告書を清算執

行人に提出するものとします。 

④ 清算執行人は、第２項の計算書類等および前

項の監査報告書を清算人会に提出し、その承

認を受けるものとします。 

⑤ 清算投資法人は、第２項の計算書類等および

第３項の監査報告書を、法令に定めるところ

に従い、清算投資法人の本店に備置き、閲覧

に供するものとします。 

（財産目録および貸借対照表） 

第47条 清算執行人は、その就任後遅滞なく、清算投

資法人の財産の現況を調査し、第４条に定め

た存続期間の満了日における財産目録およ

び貸借対照表（以下「財産目録等」といいま

す。）を解散後の清算事務を委託する一般事

務受託者を通じて作成するものとします。 

② 清算執行人は、前項に定める財産目録等を会

計監査人に提出し、その監査を受けるものと

します。 

③ 会計監査人は、前項に定める財産目録等を受

領した後、法令に定める会計監査報告を清算

執行人に提出するものとします。 

④ 清算執行人は、第１項の財産目録等および前

項の会計監査報告を清算人会に提出し、その

承認を受けるものとします。 

（残余財産の分配） 

第48条 清算投資法人の残余財産の分配は、金銭によ

り分配するものとします。また、清算人会の

決議により、別に定める基準日現在の投資主

名簿に記録のある投資主または登録投資口

質権者を対象に、投資口の所有口数または登

録投資口質権者の有する質権の目的である

投資口の口数に応じて残余財産を分配する

ものとします。 

  ② 残余財産の分配の支払を開始した日から３

ヵ月経過後、投資主が残余財産の分配の受領

を拒み、またはこれを受領することができな

いときは、清算投資法人は、投資主のために

残余財産の分配金を供託することができる

ものとします。清算投資法人が過失なく投資
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変 更 後 変 更 前 

主を確知することができないときも、同様と

します。 

（決算報告の作成および清算事務終了の通知等） 

第49条 清算投資法人は、清算事務が終了したとき

は、遅滞なく、決算報告を解散後の清算事務

を委託する一般事務受託者を通じて作成す

るものとします。 

② 清算投資法人は、前項に定める決算報告を会

計監査人に提出し、その監査を受けるものと

します。 

③ 会計監査人は、前項に定める決算報告を受領

した後、法令に定める会計監査報告を清算投

資法人に提出するものとします。 

④ 清算執行人は第２項の監査を受けた決算報

告および前項の会計監査報告を清算人会に

提出し、その承認を受けるものとします。 

⑤ 前項の承認を受けたときは、清算執行人は遅

滞なく投資主に清算事務が終了した旨の通

知を行うとともに第１項の決算報告および

第３項の会計監査報告を提供するものとし

ます。 

（解散後の一般事務受託者および清算事務受託者） 

第50条 清算投資法人は、清算事務を以下に記載する

者に委託するものとし、その名称、住所、委

託すべき業務の内容および報酬について、以

下のとおりとします。 

Ⅰ 一般事務受託者 

イ．名称…三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

ロ．住所…東京都千代田区丸の内一丁目４番

５号 

ハ．委託すべき業務の内容… 

・発行する投資口の名義書換に関する事務 

・投資証券の発行に関する事務 

・機関（投資主総会、清算人会）の運営に

関する事務 

・投資主に対し残余財産の分配をする金銭

の支払に関する事務 

・投資主の権利行使に関する請求その他の

投資主からの申出の受付に関する事務 

・計算に関する事務 

・会計帳簿の作成に関する事務 

・財産目録および貸借対照表ならびに決算

報告その他法令に定められた清算関連

書類の作成に関する事務 

・納税に関する事務 

・上記各業務に付随する事務 

ニ．報酬の計算方法ならびに支払の時期およ

び方法 

・報酬の計算方法ならびに支払の時期およ

び方法は以下のとおりとします。 

１．清算および残余財産分配に関する費

用を含む清算事務委託報酬として、

金1,000万円を本投資法人の最終の
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変 更 後 変 更 前 

営業期間に係る決算日から５営業

日以内に一般事務受託者の指定す

る口座へ振り込む（振込手数料は清

算投資法人の負担とします。）もの

とします。 

２．前号の報酬にかかる消費税等は、清

算投資法人が報酬にあわせて支払

うものとします。 

Ⅱ 清算事務受託者 

イ．名称…三井住友アセットマネジメント株

式会社 

ロ．住所…東京都港区愛宕二丁目５番１号 

ハ．委託すべき業務の内容… 

・清算投資法人の現務の結了に関する事務 

・清算投資法人の債権の取立ておよび債務

の弁済に関する事務 

・清算投資法人の清算に関するⅠハの各業

務に付随する事務 

・清算投資法人の清算に関するその他の事

務 

ニ．報酬の計算方法ならびに支払の時期およ

び方法 

・報酬の支払いは以下のとおりとします。 

１．清算に関する費用を含む清算事務委

託報酬として、金350万円を本投資

法人の最終の営業期間に係る決算

日から５営業日以内に清算事務受

託者の指定する口座へ振り込む（振

込手数料は清算投資法人の負担と

します。）ものとします。 

      ２．前号の報酬にかかる消費税等は、清

算投資法人が報酬にあわせて支払

うものとします。 

 

 

資産運用の対象および方針  (略) 

 

資産評価の方法および基準 (略) 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産運用の対象および方針  (略) 

 

資産評価の方法および基準 (略) 

以 上 

 

 

以 上 


